
環  境  局 

 
令和６年第一回定例会 環境・建設委員会案件 

（事前説明資料） 
 
 
１ 条例案 ３件 
 (1) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例

（六価クロム化合物及び大腸菌群数に係る排水基準の見直し外２件） 

   ※ 本議案は、水質汚濁防止法に基づく省令等の排水基準が改正されることに伴う条例改正案で

すが、省令等の告示日が遅れた場合、３月１日もしくは３月１８日説明とさせていただく場合

がございます。 

 (2) 高圧ガス保安法関係手数料条例の一部を改正する条例 

 (3) 東京都自然公園条例の一部を改正する条例 

【２月１４日説明、３月１８日質疑】 
 

２ 契約案 １件 
  (1) 新海面処分場(5)Ｂブロック西側貯留池等整備工事 

【２月１４日説明、３月１日質疑】 
 

３ 報告事項 １件 
  (1) 東京都気候変動適応計画の改定について 

【２月１４日説明、３月１８日質疑】 
 

４ 請願・陳情 ３件 
  (1) 神宮外苑地区の再開発計画の審議に関する請願 
  (2) 神宮外苑における１４６本のイチョウ並木などの歴史的樹木の確実な保

全に関する請願 

 (3) 再生可能エネルギーへの早急な転換を求める意見書の提出に関する陳情 

【２月１４日説明、質疑】  



 

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 

の一部を改正する条例について 

  

１ 六価クロム化合物及び大腸菌群数に係る排水基準 

（１）経緯 

  〇 六価クロム及び大腸菌群数は、昭和４６年に国が水質汚濁防止法の排水基準を

設定。 

  〇 国は環境基準の見直しに伴い、六価クロムの排水基準について令和５年６月１

４日に中央環境審議会水環境・土壌農薬部会を開催し、また、大腸菌群数の排水

基準について１１月７日に同部会を開催し、提示していた見直し案が承認された。 

  〇 水質汚濁防止法の関係政省令等の改正に伴い、同法と環境確保条例の整合性を

確保する。 

 

（２）改正内容 

① 六価クロム化合物の排水基準等の強化 

 水質汚濁防止法 環境確保条例 

 事業場の 

排水基準等 

適合見込み 

排水基準 0.5mg/L⇒0.2mg/L 

法と同様 

（下記以外の工場及び指定作業場） 

 
○ 

0.05mg/L⇒0.02mg/L 

（水道水源水域の新設の工場） 

※上乗せ基準 

 

 

暫定排水基準 
電気めっき業 

３年間 0.5mg/L 
法と同様 

 
○ 

地下浸透基準 0.04mg/L⇒0.01mg/L 法と同様   

 

② 大腸菌群数の排水基準の見直し 

 水質汚濁防止法 環境確保条例 

 事業場の 

排水基準 

適合見込み 

排水基準 
大腸菌群数 3000個/cm3  

⇒ 大腸菌数 800 CFU/ml 
法と同様 

 
○ 

※ＣＦＵ：コロニー形成単位（Colony Forming Unit） 
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（３）条例改正等のスケジュール 

   ・令和６年１～２月   【国】改正政省令等の公布 

   ・改正政省令等の公布後 【都】条例改正案の提案 

   ・令和６年４月１日   【国】・【都】六価クロム化合物の改正施行 

   ・令和７年４月１日   【国】・【都】大腸菌群数の改正施行 

 

 

２ 道路運送車両法関係 

（１）改正理由 

    道路運送車両法の一部を改正する法律（令和元年法律第14号）の施行に伴い、 

規定整備を行う必要がある。 

 

（２）改正内容 

       条例第37条第２項第２号及び第３号の規定における道路運送車両法（昭和26

年法律第185号）の引用条文を改める。 

 

（３）施行日 

      令和６年４月１日 

   

 

３ 建築基準法施行令関係 

（１）改正理由 

    脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する

法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

（令和５年政令第280号）の施行に伴い、規定整備を行う必要がある。 

 

（２）改正内容 

       条例別表第７ ７の部の表 備考３の規定における建築基準法施行令（昭和

25年政令第338号）の引用条文を改める。 

 

（３）施行日 

      令和６年４月１日 
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高圧ガス保安法関係手数料条例の一部を改正する条例について 
 

 

１ 背景 

 〇 高圧ガス保安法上、都が行うこととされている事務については、地方

公共団体の手数料の標準に関する政令（以下「手数料標準令」という。）

に定められた額をもとに、都で高圧ガス保安法関係手数料条例（平成 12

年東京都条例第 79 号）を定め、手数料を徴収している。 

〇 液化石油ガスのバルクローリー（運搬車）について、工業用は高圧ガ

ス保安法、民生用は液化石油ガス法※に基づく許可手続きが必要であり、

双方の事業を実施する場合は、２つの法令の許可と手数料が必要となっ

ている。※液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和 42 年法律第 149 号） 

〇 令和５年１２月、国は地方分権提案のあった許認可等の一本化におけ

る内容のうち、事業者の負担軽減の観点から、液化石油ガス法の許可を

受けたバルクローリーについては、高圧ガス保安法の製造許可審査手数

料を低減することとなり、手数料標準令が改正された。 

 

２ 条例改正 

手数料標準令の一部改正に伴う高圧ガス保安法関係手数料条例の改正 
 

３ 改正内容 

高圧ガス製造許可申請手数料の項目に、液化石油ガス法に基づく許可を

受けた者の申請手数料（六千円）を追記する（別紙）。 
 

４ 今後のスケジュール（予定） 

令和６年第一回定例会 条例改正案提出 

令和６年４月１日  【国】改正政令施行、【都】改正条例施行 

 

５ 手数料改定の影響 

許可件数の多い処理容量 2.5 万㎥以上、10 万㎥未満の場合は、 

1.5 万円の減額 

  なお、過去５か年における当該審査案件は１件 
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別 紙 
改正の概要 

  
〇高圧ガス保安法関係手数料条例（平成 12 年条例第 79 号） 

 

別表（抜粋） 

名 称 額（改正前） 額（改正後） 
高圧ガス製造許

可申請手数料 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次に掲げる当該申請を行う者

の区分に応じ、それぞれ次に定

める金額 

１ （略） 

２ 法第五条第一項第一号に

該当する者であって移動式製

造設備（高圧ガスの製造のため

の設備で移動することができ

るように設計したものをいう。

二の項及び十六の項において

同じ。）のみを使用して高圧ガ

スの製造をするもの  

 

次に掲げる設備の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額 

 

 
 
 
 
 
 
 
（以下 略） 
 

次に掲げる当該申請を行う者

の区分に応じ、それぞれ次に定

める金額 

１ （現行のとおり） 

２ 法第五条第一項第一号に

該当する者であって移動式製

造設備（高圧ガスの製造のため

の設備で移動することができ

るように設計したものをいう。

以下この項、二の項及び十六の

項において同じ。）のみを使用

して高圧ガスの製造をするも

の 

次に掲げる設備の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額（当該

移動式製造設備について液化

石油ガスの保安の確保及び取

引の適正化に関する法律（昭和

四十二年法律第百四十九号）第

三十七条の四第一項の許可を

受けた者の許可の申請に対す

る審査にあっては、六千円） 

 

（以下 略） 
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東京都自然公園条例の一部を改正する条例について 

 

 

１ 改正理由 

東京都立大島公園海のふるさと村セントラルロッジの大規模改修に

伴い、施設の安全性や利用者の快適性の向上、バリアフリー化により利

用環境が大きく改善されることから、昭和 61 年の施設開設時に定めた

使用料の上限額を改定する。 

 

２ 改正概要 

  セントラルロッジ使用料上限額（１人１泊当たり） 

種別 現行 改正後 

一般 2,000 円 4,500 円 

小学生及び中学生 1,600 円 3,600 円 

学齢に達しない者※ 800 円 1,800 円 

   ※ベッドを使用する場合 

 

３ 施行日 

令和６年４月１日 
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件　　　名 　新海面処分場（５）Ｂブロック西側貯留池等整備工事

工事場所 　東京都江東区青海三丁目地先

契約の相手方 　若築・京浜港湾建設共同企業体

契約金額 　１，０９０，１００，０００円（内消費税９９，１００，０００円）

工　　　期 　 契約確定の日の翌日から令和７年１２月２６日まで

契約方法 　 一般競争入札  

工事概要 　①地盤改良工　　　　　　　　一式

　②貯留池築造　　　　　　　　一式

　③ポンプ井築造　　　　　　　２箇所

　④遮水工　　　　　　　　　　一式

　⑤底面コンクリート工　　　　一式

　

提案理由
　廃棄物埋立処分場において、新海面処分場（５）Ｂブロック西側貯留池等整備
工事を施行する必要があるため。

6



件名　新海面処分場（５）Ｂブロック西側貯留池等整備工事

案 内 図

工事場所（新海面処分場）

東京都江東区青海三丁目地先
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東京都気候変動適応計画（改定案）について 

 

１ 背景等 

 〇 現行計画（「東京都気候変動適応計画」）を令和３年３月に策定 

 ○ 現行計画策定後も、台風や集中豪雨などによる自然災害が頻発し、全

国的に記録的な暑さに見舞われる等、今後も様々な影響が長期にわたり

拡大することが懸念 

 ○ こうした中、都は、地下調節池整備の更なる推進などを盛り込んだ

「TOKYO 強靭化プロジェクト upgradeⅠ」の公表や、生物多様性の保全

及び持続可能な利用に向けた「東京都生物多様性地域戦略」を改定 

 〇 また、気候変動適応の一分野である熱中症対策を強化するため、改正

気候変動適応法が成立 

 

   上記を踏まえ、「東京都気候変動適応計画」を改定 

 

２ 主な改定のポイント 

  気候変動の影響による被害に対し、自然災害、健康、自然環境など幅広

い分野で、ＤＸの視点も取り入れながら、回避・軽減策を強化・拡充 

 （１）自然災害 

     河川の洪水を防ぐ調節池を連結し海までつなぐ地下河川化の事

業化に向けた取組の推進や、防潮堤嵩上げの段階的実施など、激甚

化する豪雨等を踏まえた風水害対策を強化 

 （２）健康 

     東京都熱中症対策ポータルサイトによる情報発信や、区市町村に

よるクーリングシェルターの整備支援など、気温上昇等を踏まえた

熱中症対策を強化 

 （３）自然環境 

     雨水浸透による防災減災やヒートアイランド現象の緩和等、自然

を活用して社会課題を解決する取組（Nature-based Solutions：NbS）

の普及促進など、生物多様性保全や自然環境が持つ機能の活用・回

復に関する取組を強化 
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３ 実施体制 

  全庁的な推進体制のもと、ＰＤＣＡサイクルによる進行管理を徹底し、

各局と連携して適応策を強力に推進 

 

４ スケジュール 

 令和６年１月 26日           東京都気候変動適応計画（改定案）公表 

      １月 26日～２月 25日 パブリックコメント実施 

      ３月下旬        東京都気候変動適応計画改定・公表 
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 整 理 番 号 １ 

請 願 番 号 ５第 １８号 

件 名 神宮外苑地区の再開発計画の審議に関する請願 

受理年月日 令和５年 １０月 ４日 付託年月日 令和５年 １２月１３日 

請 願 者 

目黒区 
 神宮外苑の森を守る会 
     代表 楠 本 淳 子 

紹 介 議 員 

上田 令子 議員   漢人あきこ 議員    桐山ひとみ 議員     

岩永やす代 議員   須山たかし 議員    原田あきら 議員     

原  純子 議員   曽根はじめ 議員    尾崎あや子 議員     

大山とも子 議員   里吉 ゆみ 議員 

要 旨 

 都において、神宮外苑地区の再開発計画（以下「再開発計画」という。）

に関して、次のことを実現していただきたい。 

１ 事業者に対して、令和５年９月 12 日に都が要請した樹木の保全に関す

る具体的な見直し案（以下「見直し案」という。）の提出に当たって、イ

チョウ並木を含む神宮外苑地区の全ての樹木の根系、水系、土壌及び樹木

の総合的な健康状態を、事前に日本イコモス国内委員会（以下「日本イコ

モス」という。）と共同で調査し、調査結果を東京都環境影響評価審議会

（以下「審議会」という。）に報告するよう求めること。 

２ 審議会に対して、次のことを求めること。 

（１）願意１の調査結果に基づき、再開発計画が自然生態系に及ぼす影響に

ついて、入念に審議すること。 

（２）事業者から提出された見直し案を承認する前に、丁寧に調査・審議を

行うとともに、審議会に日本イコモスの代表を参考人として招致するこ

と。 

３ 都議会において、事業者から提出された見直し案を承認する前に、環境・

建設委員会で審査・議論をする機会を設け、日本イコモスの代表を参考人

として招致すること。 

現在の状況 

１ 本件環境影響評価については、令和４年８月 18 日の審議会（総会）でま

とめられた答申において、「既存樹木の健全度や移植の可能性に関する詳

細調査結果をデータと合わせて説明すること。」が指摘されたことを踏ま

え、詳細な毎木調査の結果や土壌・地下水等の調査結果を盛り込んだ環境

影響評価書素案が事業者から提出された。令和４年 12 月 26 日の審議会（総

会）では、答申で指摘された内容がどのように評価書素案に盛り込まれて
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いるかの確認が行われた。 

 

２ その後、環境影響評価書が都に提出され、令和５年１月 20 日に環境影響

評価書の公示を行った。これまで条例に則り厳正に手続きを行っており、

評価書の公示・縦覧により事業段階環境影響評価手続が終了し、条例に定

める対象事業の実施の制限が解除されている。 

 

３ 現在は事後調査手続が進められており、事後調査計画書では、工事の施

行中及び完了後の一定期間にわたり、既存樹木や４列いちょう並木の活力

度調査など継続的なモニタリングを実施し、状況に応じた保育管理を行う

ことで、将来にわたり健全に育成していくとしている。 

 

４ 環境影響評価書に関する外部からの指摘に対し、事業者は、令和５年４

月 27 日と５月 18 日の審議会（総会）において、一つ一つ回答を説明し、

審議会では、審議会委員が専門的な立場から確認を行った結果、「評価書

に虚偽や誤りはなく、予測評価の結果に影響を与えるものはないと判断す

る。」との結論となった。 

 

５ 都は、令和５年９月 12 日、事業者に対し「神宮外苑地区のまちづくりに

おける樹木の保全について」の要請を行った。本要請では、環境影響評価

書で事業者から示された既存樹木の保全等の検討結果は未だ示されていな

い状況にあることから、新ラグビー場敷地の既存樹木の伐採に着手する前

までに、環境影響評価書で示された検討を行った結果として樹木の保全に

関する具体的な見直し案を示すことなどを要請したものである。 

 

６ 令和５年９月 29 日、事業者から要請書に対する報告が都に提出され、事

業者は、新ラクビー場敷地の既存樹木の伐採に着手する前までに、環境影

響評価書で示した検討を行った結果としての樹木の保全に関する具体的な

見直し案を示し、見直し案を含め環境影響評価審議会に変更届として報告

するとしている。 
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請願 　 ５ 第　 １ ８ 号　 1 / 3

件　 　 　 名 神宮外苑地区の再開発計画の審議に関する請願

番　 　 　 号

付託委員会

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 ５ 第　 １ ８ 号　 　 　 環境・ 建設委員会付託

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

受理年月日 令和　 ５ 年１ ０ 月　 ４ 日 郵便番号 152-0022

住所・ 氏名

目黒区柿の木坂二丁目７ －１ ４

　 　 神宮外苑の森を 守る会

　 　 　 　 　 代表　 楠　 本　 淳　 子　

 紹介議員

 

別　 　 記

（ 願　 　 意）

　 都において、 神宮外苑地区の再開発計画（ 以下「 再開発計画」 と いう 。 ） に関し て、

次のこ と を 実現し ていただき たい。

１ 　 事業者に対し て、 令和５ 年９ 月１ ２ 日に都が要請し た樹木の保全に関する具体的な

　 見直し 案（ 以下「 見直し 案」 と いう 。 ） の提出に当たっ て、 イ チョ ウ並木を 含む神宮

　 外苑地区の全ての樹木の根系、 水系、 土壌及び樹木の総合的な健康状態を 、 事前に日

　 本イ コ モス国内委員会（ 以下「 日本イ コ モス」 と いう 。 ） と 共同で調査し 、 調査結果

　 を 東京都環境影響評価審議会（ 以下「 審議会」 と いう 。 ） に報告するよう 求めるこ と 。

２ 　 審議会に対し て、 次のこ と を求めるこ と 。

（ １ ） 願意１ の調査結果に基づき 、 再開発計画が自然生態系に及ぼす影響について、 入

　 　 念に審議するこ と 。

（ ２ ） 事業者から 提出さ れた見直し 案を承認する前に、 丁寧に調査・ 審議を 行う と と も

　 　 に、 審議会に日本イ コ モスの代表を参考人と し て招致するこ と 。

３ 　 都議会において、 事業者から 提出さ れた見直し 案を 承認する前に、 環境・ 建設委員

　 会で審査・ 議論をする機会を 設け、 日本イ コ モスの代表を参考人と し て招致するこ と 。

 

 

（ 理　 　 由）

　 再開発計画については、 令和５ 年３ 月の坂本龍一氏から 小池都知事への手紙に始まり 、

村上春樹氏の反意の表明、 ユネスコ の諮問機関であるイ コ モスのヘリ テージ・ アラ ート 、

サザンオールスタ ーズの「 Ｒ ｅ ｌ ａ ｙ 〜杜の詩」 も 大き な話題と なるなど、 東京都のみ

なら ず、 日本全国、 世界から も 注目を 集めている。

　 令和５ 年９ 月１ ２ 日、 都は事業者に対し 、 既存樹木の伐採に着手する前に、 見直し 案
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請願 　 ５ 第　 １ ８ 号　 2 / 3

を 提示するよう 要請し た。 同年９ 月２ ９ 日、 こ の要請を 受けた事業者は、 伐採する樹木

の削減も 含めた計画の変更届を 審議会に提出し た上で、 令和６ 年１ 月以降に審議会で説

明すると 明ら かにし た。

　 過去に行われた事業者の調査は不十分であり 、 事業者の樹木保護に対する意識も 極め

て低いこ と から 、 樹木の健康、 特に樹木が移植に耐えら れるかと いう こ と や見直し 案の

是非について、 彼ら の判断のみに委ねるのは、 多大な不安が残る。 神宮外苑の自然環境

の重要性から 見ても 、 専門家を 交えた審議は必須である。

　 再開発計画の見直し を 求めて活動し ている各団体の署名総数は、 令和５ 年１ ０ 月１ 日

現在で３ １ 万9, 949筆（ 手書き による署名は含まない。 ) に達し ており 、 再開発計画に対

する市民の反意と 事業者への不信感は顕著である。 市民の不安を 払拭し 、 同意を得るた

めにも 、 見直し 案は慎重かつ公正に幅広い視点から 審議さ れるべき である。

　 神宮外苑を愛する多く の市民は、 再開発計画の是非はも ちろ ん、 都及び事業者の対応、

特に樹木の取扱いに不信感を 抱き 、 樹木の健康状態を危惧し ており 、 こ れら を 払拭する

ために、 見直し 案の審議における透明性、 公正性が強く 求めら れる。 よっ て、 見直し 案

の作成に当たり 、 再開発計画によっ て経済的利益を 享受し ない日本イ コ モスを 第三者機

関と し て調査に参加さ せ、 共同で樹木の健康調査を 事前に実施すべき である。 その調査

結果に基づき 、 審議会において、 再開発計画が自然生態系に及ぼす影響を見極め、 見直

し 案が妥当であるか、 再度、 入念かつ公正に審議すべき である。

　 また、 地方自治法第115条の２ 第２ 項では､地方公共団体の議会は、 会議において、 当

該地方公共団体の事務に関する調査又は審査のため必要があると 認めると き は、 参考人

の出頭を 求め、 その意見を聴く こ と ができ ると 定めている。 事業者が提出し た環境影響

評価書には不信感を抱かせる事項が散見さ れ、 それに対する明確な説明も さ れていない

ため、 見直し 案の審査に当たっ ては、 日本イ コ モスの代表を参考人と し て招致し た上で、

環境・ 建設委員会及び審議会において、 専門的見地から も 公正に審査すべき である。

　 令和５ 年９ 月７ 日、 イ コ モスと 日本イ コ モスは、 ヘリ テージ・ アラ ート において、 再

開発計画は文化遺産の不可逆的破壊であると し 、 高層ビルの建築が市民の公園利用の権

利を 永遠に奪う も のであるこ と から 、 再開発計画に関する都市計画決定を見直し 、 環境

アセスメ ント の再審を 行う こ と を都に要請し た。 都の倫理観が世界的に問われている。

　 都によっ て承認さ れた再開発計画ではあるが、 市民の十分な理解と 同意がいまだ得ら

れていない。 民意は、 民主主義国家の政治において重要な指針である。 小池都知事は、

グリ ーン・ リ カ バリ ーに基づく サステナブル・ リ カ バリ ーの推進を高ら かに掲げている。

市民が愛する森を 民意に反し て破壊する前に、 サステナブル・ リ カ バリ ーの意に沿い、

樹木をいかに保護・ 保存すべき か議論すべき であり 、 再開発計画の審議継続は必須であ

る。
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請願 　 ５ 第　 １ ８ 号　 3 / 3

 

別　 　 記

 

受 理 番 号 紹　 　 　 　 　 　 介　 　 　 　 　 　 議　 　 　 　 　 　 員

 

　 ５ 第　 １ ８ 号

上田　 令子君　 　 　 　 　 漢人あき こ 君　 　 　 　 　 桐山ひと み君　 　 　 　 　

岩永やす代君　 　 　 　 　 須山たかし 君　 　 　 　 　 原田あき ら 君　 　 　 　 　

原　 　 純子君　 　 　 　 　 曽根はじ め君　 　 　 　 　 尾崎あや子君　 　 　 　 　

大山と も 子君　 　 　 　 　 里吉　 ゆみ君　 　 　 　 　
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 整 理 番 号 ２ 

請 願 番 号 ５第 ５１号 

件 名 
神宮外苑における１４６本のイチョウ並木などの歴史的樹木の確実な保

全に関する請願 

受理年月日 令和５年 １２月１１日 付託年月日 令和５年 １２月２０日 

請 願 者 
渋谷区 
 角 井 典 子 

紹 介 議 員 

尾崎あや子議員     アオヤギ有希子議員   とや英津子議員     

とくとめ道信議員    池川 友一議員     里吉 ゆみ議員     
大山とも子議員     和泉なおみ議員     白石たみお議員     

あぜ上三和子議員    米倉 春奈議員     斉藤まりこ議員     

原田あきら議員     福手ゆう子議員     清水とし子議員     

曽根はじめ議員     原 のり子議員     藤田りょうこ議員    

原  純子議員     須山たかし議員     米川大二郎議員     

もり  愛議員     田の上いくこ議員    桐山ひとみ議員     

漢人あきこ議員     岩永やす代議員     上田 令子議員     

要 旨 

 都において、神宮外苑地区の再開発事業について、次のことを実現してい

ただきたい。 

１ 146 本のイチョウ並木などの歴史的樹木の保全措置を確実に担保する

ため､事業者が実効性のある保全策を講ずるよう、継続的に関与すること。 

２ 東京都環境影響評価審議会（以下「審議会」という。）に対して、事後

調査手続においても、事業者からの事後調査と変更届の報告について、厳

重に調査・検証した上で審議するよう求めること。 

現在の状況 

１ 令和４年８月に出された本件環境影響評価書案に関する審議会答申で

は、着工後における環境保全措置の徹底を図るとともに、継続して対策を

講じていくことが重要であり、審議会としても、今後の事業者の環境保全

措置に継続的に関与することで寄与していくとしている。 

 

２ また、環境影響評価書の作成にあたって配慮すべき事項として、既存樹

木の移植について、移植時期、方法、植栽基盤確保の考え方、仮移植期間

における養生計画、養生期間中のモニタリング結果を反映した本移植計画

等、移植の確実性を高めるための措置を、計画の深度化に応じ、具体的に

示すことや、保全するいちょう並木については、野球場棟の実施設計前に

専門家によるいちょう並木の根系調査を行うとともに、調査結果を踏まえ、
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建築計画及び施工計画における環境保全のための措置を具体的に示し、確

実に実施すること、また、工事の施行中及び完了後の一定期間にわたり、

いちょう並木のモニタリングを実施し、状況に応じた環境保全のための措

置を継続することで、将来にわたりいちょう並木を健全に育成することな

どを指摘している。 

 

３ これを踏まえ、令和５年１月提出の環境影響評価書では、移植計画や保

全するいちょう並木の根系調査等について、事後調査報告書において報告

するとしており、今後、事業者から報告書が提出された際は、評価書で示

された環境保全措置が確実に講じられているかについて、審議会で専門的

立場から確認していくこととなる。 

 

４ 令和５年７月の審議会では、いちょう並木の根系調査等に関する報告が

あり、事業者は、今後も継続する根系調査の結果や樹木医の見解を踏まえ、

野球場棟のセットバックなど、いちょう並木を確実に保全するため、必要

な施設計画の見直しに取り組むと説明している。 
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請願 　 ５ 第　 ５ １ 号　 1 / 2

件　 　 　 名 神宮外苑における１ ４ ６ 本のイ チョ ウ並木などの歴史的樹木の確実

な保全に関する請願

番　 　 　 号

付託委員会

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 ５ 第　 ５ １ 号　 　 　 環境・ 建設委員会付託

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

受理年月日 令和　 ５ 年１ ２ 月１ １ 日 郵便番号 151-0051

住所・ 氏名

渋谷区千駄ヶ 谷四丁目１ １ －５ －３ ０ ４

　 　 　 　 　 　 　 　 角　 井　 典　 子　

 紹介議員

 

別　 　 記

（ 願　 　 意）

　 都において、 神宮外苑地区の再開発事業について、 次のこ と を 実現し ていただき たい。

１ 　 146本のイ チョ ウ並木などの歴史的樹木の保全措置を 確実に担保するため､事業者が

　 実効性のある保全策を 講ずるよう 、 継続的に関与するこ と 。

２ 　 東京都環境影響評価審議会（ 以下「 審議会」 と いう 。 ） に対し て、 事後調査手続に

　 おいても 、 事業者から の事後調査と 変更届の報告について、 厳重に調査・ 検証し た上

　 で審議するよう 求めるこ と 。

 

 

（ 理　 　 由）

　 令和５ 年９ 月１ ２ 日、 都は事業者に対し 、 神宮外苑地区のまちづく り における樹木の

保全について要請を行っ た。 こ の要請は、 同年１ 月２ ０ 日付けで公示さ れた環境影響評

価書において、 新ラ グビー場の工事着手後、 改めて既存樹木について設計、 施工の両面

から の工夫により 、 保存又は移植を 検討すると し ていたこ と に基づく も のである。 また、

新ラ グビー場の整備に伴う 区域だけではなく 、 その他の区域についても 、 更なる樹木の

保全策を 検討し 、 示すよう 要請し ている。

　 令和４ 年１ １ 月２ ８ 日には、 都議会環境・ 建設委員会において、 「 神宮外苑のいちょ

う 並木の確実な保全に関する陳情」 が全会派一致で趣旨採択さ れた。 その後、 事業の施

行が認可さ れ、 工事が始まっ ているが、 予定さ れる建築物がイ チョ ウ並木に与える影響

への懸念はいまだ払拭さ れていない。

　 審議会において、 146本のイ チョ ウ並木などの歴史的樹木について､改めて確実な保全

措置を講ずるこ と が必要である。

　 都及び事業者は、 イ チョ ウ並木と 言えば「 ４ 列のイ チョ ウ並木」 と し ている。 し かし 、
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請願 　 ５ 第　 ５ １ 号　 2 / 2

神宮外苑のイ チョ ウ並木と は、 創建時に植樹さ れた､聖徳記念絵画館に臨む４ 列128本及

び現在のラ グビー場東門前の１ ８ 本を 合わせた146本のイ チョ ウのこ と である｡こ れら は

同じ 実生から 育てら れた兄弟木であり 、 世にも まれな幸福な樹木であると し て、 明治神

宮外苑自ら その価値を たたえている。

　 環境影響評価書では、 １ ８ 本のイ チョ ウ並木については移植検討と し ているが、 令和

２ 年の公園まちづく り 制度の提案資料においては、 根鉢の確保が難し いこ と などから 移

植困難であると し て伐採予定の判断が下さ れている。 移植による保全の検討においては、

移植時期、 移植先の詳細や土壌改善及び仮移植期間における養生計画等、 移植の確実性

を 高めるための措置を 具体的に示すべき である。 また、 移植が予定さ れている建国記念

文庫の森のヒ ト ツバタ ゴなども 、 希少種と し て保護さ れてき た歴史的樹木であり 、 同様

に明確な保全措置を示すべき である。

　 現在、 審議会において、 再開発事業は事後調査のプロセスにある。 令和４ 年８ 月１ ８

日の審議会第５ 回総会では、 環境影響評価書公示後の事後調査手続の段階においても 審

議会を開き 、 事業者から の事後調査と 変更届の報告及び提出資料について審議するこ と

や、 その際、 外部有識者の意見を聴く こ と が確認さ れている。 また、 東京都環境影響評

価条例では、 対象事業が環境に著し い影響を 及ぼすおそれがあると 認めると き は、 環境

の保全について必要な措置を 講ずるこ と と 定めら れている。

　 都は、 都の要請及び審議会での議論を踏まえ、 事業者が厳重に調査・ 検証し た上で、

専門家の意見も 取り 入れながら 、 実効性のある具体的な保全策を 講ずるよう 、 継続的に

関与し ていく べき である。

 

別　 　 記

 

受 理 番 号 紹　 　 　 　 　 　 介　 　 　 　 　 　 議　 　 　 　 　 　 員

 

 

 

 

　 ５ 第　 ５ １ 号

尾崎あや子君　 　 　 　 　 アオヤギ有希子君　 　 　 と や英津子君　 　 　 　 　

と く と め道信君　 　 　 　 池川　 友一君　 　 　 　 　 里吉　 ゆみ君　 　 　 　 　

大山と も 子君　 　 　 　 　 和泉なおみ君　 　 　 　 　 白石たみお君　 　 　 　 　

あぜ上三和子君　 　 　 　 米倉　 春奈君　 　 　 　 　 斉藤まり こ 君　 　 　 　 　

原田あき ら 君　 　 　 　 　 福手ゆう 子君　 　 　 　 　 清水と し 子君　 　 　 　 　

曽根はじ め君　 　 　 　 　 原　 のり 子君　 　 　 　 　 藤田り ょ う こ 君　 　 　 　

原　 　 純子君　 　 　 　 　 須山たかし 君　 　 　 　 　 米川大二郎君　 　 　 　 　

も り 　 　 愛君　 　 　 　 　 田の上いく こ 君　 　 　 　 桐山ひと み君　 　 　 　 　

漢人あき こ 君　 　 　 　 　 岩永やす代君　 　 　 　 　 上田　 令子君　 　 　 　 　
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 整 理 番 号 ３ 

陳 情 番 号 ５第 ９４号の２ 

件 名 再生可能エネルギーへの早急な転換を求める意見書の提出に関する陳情 

受理年月日 令和５年１２月１２日 付託年月日 令和５年１２月２０日 

陳 情 者 

世田谷区 
 生活クラブ生活協同組合・東京 
  理事長 加 瀬 和 美 外４３３人 

要 旨 

都議会において、気候危機への対策と持続可能な社会の構築に向けて、再

生可能エネルギーへの転換を加速させるため、次のことを求める意見書を国

に提出していただきたい。 

３ 発電と送配電の所有権分離及び再生可能エネルギーの優先接続・優先給

電に係る政策を推進すること。          

現在の状況 

１ 国においては、1995 年以降、数回にわたり制度改革が行われ、発電部門

は原則参入自由となり、競争原理が導入された。小売部門についても段階

的な自由化が実施され、2016 年４月、全面自由化が実現した。 
 

２ 一方で、送配電部門については、2015 年６月に電気事業法が改正され、

送配電部門の中立性を一層確保する観点から、2020 年４月以降法的分離に

よる発送電分離が導入されているが、発電した電気を各地に届ける送配電

部門の多くは、発電部門を持つ電力大手の子会社となっている。 
 

３ こうした中、2022 年 12 月以降に発覚した電力会社の不正閲覧・情報漏

洩問題を踏まえ、2023 年３月の内閣府再エネタスクフォースにおいて、電

力会社の送配電部門の所有権分離等について提言が発出され、また、同年

５月には、消費者担当大臣から経済産業大臣あて発出された「電力市場に

おける競争環境整備に向けた諸課題について（意見）」の中で、電力会社

の送配電部門の所有権分離等に言及がなされた。 
 

４ これらを踏まえ、政府は、６月 16 日、大手電力と送配電事業を担う子会

社の資本関係を解消する「所有権分離」を検討することを盛り込んだ規制

改革の実施計画を閣議決定した。これを受けて、国は電力・ガス基本政策

小委員会において検討に着手しており、今後も引き続き電力システム改革

に係る検証をしていく中で包括的に検討を進めていくこととしている。 
 

５ また、再生可能エネルギーの優先接続・優先給電について、国は系統制

約を解消するべく、既存の系統を最大限活用する取組である「日本版コネ

クト＆マネージ」の具体化を進めるとともに、新たな系統利用ルールとし
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て、メリットオーダーを目指した新たな仕組みの検討・議論を進めている。 

 

６ 優先接続については、2023 年４月までに基幹系統及びローカル系統にお

けるノンファーム接続が導入されており、配電系統におけるノンファーム

接続については、基幹・ローカル系統におけるノンファーム接続の効果を

踏まえて検討することとしている。 

 

７ 優先給電については、送電線の混雑解消が必要な際の基幹系統における

出力制御順について見直しが行われ、2023 年 12 月に再給電方式（一定の

順序）が導入された。国は全電源を対象としたメリットオーダーによる送

電線の利用ルール見直しについて継続して検討を進めている。 

 

８ なお、都は、再生可能エネルギーの優先接続・優先給電に関わる国によ

る取組の一層の推進について、従前から国提案を通じて継続的に国への要

望を行っている。 
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陳情 　 ５ 第　 ９ ４ 号　 1 / 2

件　 　 　 名 再生可能エネルギーへの早急な転換を 求める意見書の提出に関する

陳情

番　 　 　 号

付託委員会

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 ５ 第　 ９ ４ 号の１ 　 経済・ 港湾委員会付託

　 　 　 　 　 　 　 の２ 　 環境・ 建設委員会付託

受理年月日 令和　 ５ 年１ ２ 月１ ２ 日 郵便番号 156-0051

住所・ 氏名

世田谷区宮坂三丁目１ ３ －１ ３

　 　 生活ク ラ ブ生活協同組合・ 東京

　 　 　 　 理事長　 加　 瀬　 和　 美　 外４ ３ ３ 人

（ 願　 　 意）

　 都議会において、 気候危機への対策と 持続可能な社会の構築に向けて、 再生可能エネ

ルギーへの転換を 加速さ せるため、 次のこ と を求める意見書を 国に提出し ていただき た

い。

１ 　 脱炭素政策の柱と し て、 脱石炭火力を 早急に実現するこ と 。

２ 　 第６ 次エネルギー基本計画を早急に改正し 、 原発への依存度を低減さ せ、 2035年に

　 おける再生可能エネルギーの電源構成の目標を ８ ０ ％以上にするこ と 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 — 以上　 経済・ 港湾委員会—

３ 　 発電と 送配電の所有権分離及び再生可能エネルギーの優先接続・ 優先給電に係る政

　 策を推進するこ と 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 — 以上　 環境・ 建設委員会—

 

 

（ 理　 　 由）

　 近年、 日本各地で酷暑や集中豪雨など、 気候危機による災害が激甚化し ており 、 危機

的な状況に陥っ ている。 こ れは世界的な状況であり 、 今、 人類が存続でき るかどう かの

分岐点に立たさ れている。 こ の状況を 打開するため、 2015年のパリ 協定において、 世界

的な平均気温の上昇を ､産業革命以前に比べて1. 5度に抑えるこ と が努力目標と し て定め

ら れた。

　 2023年３ 月に公表さ れたＩ Ｐ Ｃ Ｃ 第６ 次評価報告書（ 統合報告書） では、 こ の目標を

達成するために、 2035年までに世界全体で温室効果ガスを ６ ０ ％削減するこ と 、 二酸化

炭素については６ ５ ％削減するこ と が必要であると し て、 更なる削減を 求めている。 先

進諸国は、 2035年までに電力部門の再生可能エネルギーの導入目標を ７ ０ ％から ８ ０ ％

と し 、 再生可能エネルギーへの転換を 加速さ せている。

　 一方、 日本政府は2023年５ 月に、 脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を 図

るための電気事業法等の一部を 改正する法律（ Ｇ Ｘ 脱炭素電源法） を 可決し 、 東京電力
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陳情 　 ５ 第　 ９ ４ 号　 2 / 2

福島第一原子力発電所の事故以来、 原発への依存度を低減すると し てき た方針を撤回し 、

原発推進にかじ を 切っ た。 こ の法律では、 原子力発電を 脱炭素のための電源と 位置付け

ているが、 Ｃ Ｏ ２ の削減には役立たない。 事故の終息も いまだ見えず、 巨大なリ スク を

抱えると いう 観点から 、 原発は可能な限り 即時停止すべき である。

　 また、 大手電力会社によるカ ルテル、 新電力の顧客情報の漏えい・ 不正閲覧、 経済産

業省の再生可能エネルギー業務管理システムの不正閲覧など、 私的独占の禁止及び公正

取引の確保に関する法律（ 独占禁止法） や電気事業法に違反する行為が相次いで発覚し

た。 再生可能エネルギーへの転換を 本格的に進めるためには、 公正な競争環境の整備と 、

その手段と し ての発電・ 送配電の所有権分離が不可欠である。

　 食と エネルギーの自給は、 「 市民の命を 守る」 安全保障の観点から も 大変重要であり 、

日本で自給でき るエネルギーは再生可能エネルギーし かない。 私たちは、 省エネ・ 創エ

ネ（ 風車の建設や太陽光パネルの設置、 新電力の立ち上げ等） 、 食べ物や電気の共同購

入を 実践するこ と で、 そのこ と を強く 認識し てき た。

　 エネルギー政策の基本は、 私たちの暮ら し に身近な地方自治にあると 考えている。 都

は、 国の政策に先んじ て、 2019年にゼロエミ ッ ショ ン東京戦略を 策定し 、 具体的な政策

を 進めてき た。 こ の取組を日本全体に広げ、 再生可能エネルギーへの転換を 加速さ せる

ため、 願意に挙げた政策の推進を国に求めるべき である。

23


